
号

外

一�
令

和

七

年
十
二
月
二
十
五
日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人

事

課)

一
ペ
ー
ジ

○
知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

(

同

)

八

○
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条

例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
(

同

)

八

人
事
委
員
会
規
則

○
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人
事
委
員
会)

八

○
岐
阜
県
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

一
一

○
岐
阜
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)
一
一

規

則

岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
百
十
二
号

岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
六
年
岐

阜
県
規
則
第
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 令和７年12月25日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日
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( ) 令和７年12月25日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３



附

則
(

施
行
期
日
等)

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給

与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
則(

以
下｢

改
正
後
の
規
則｣

と
い
う
。)

及
び

附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条

件
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則(

平
成
二
十
六
年
岐
阜
県
規
則
第
四
号)

の
規
定
は
、

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

(

給
与
の
内
払)

２

改
正
後
の
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
技

能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ

た
給
与
は
、
改
正
後
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
給
与
の
内
払
と
み
な
す
。

(

岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
の
一
部
改
正)

３

岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年12月25日 ( )４



( ) 令和７年12月25日 岐 阜 県 公 報 号 外 �５
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｢
｢

｢

附
則
別
表
第
三
中

を

に
、

｣
｣

｣

｢を

｢
｢

に
、

を

( ) 令和７年12月25日 岐 阜 県 公 報 号 外 �７

｣
｣

115 ７９
140 ９２ 100 ７０

116 ８０７０
９４ 101 ７０

117 ８０７１
９５ 103 ７０

113 119 ８１７２
９５ 104 ７１

114 120 ８１７３
５９９６ 106 ７１

115 121 ８２７４
６０９８ 108 ７２

115 123 ８３７５
６０９９ 109 ７２

116 124 ８４７７
６０100 110 ７２

116 125 ８５７８
６０102 111 ７３

117 127 ８６７９
103 113 ７３

119 128 ８７８１
104 115 ７４

５６120 129 ８８８２
106 116 ７５

５７120 131 ９０８３
107 118 ７６

５８121 132 ９２８５
109 119 ７７

５９123 133 ９３８６
110 121 ７８

６０124 135 ９４８７
111 122 ７８

124 136 ９５８８
112 123 ７８

137 ９７９０
114 124 ７９

138 ９８ ６９９１



に
改
め
る
。

｣

知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
百
十
三
号

知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
の
施
行
期
日
を

定
め
る
規
則

知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例(

令
和
七
年
岐
阜
県
条
例
第

三
十
七
号)

第
一
条
、
第
三
条
、
第
五
条
及
び
第
七
条
並
び
に
附
則
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
の
施

行
期
日
は
、
令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日
と
す
る
。

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
百
十
四
号

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

令
和
七
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
八
号)

の
施
行
期
日
は
、
令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日
と
す
る
。

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長

栗

山

知

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
八
号

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

昭
和
三
十
二
年

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
四
条
第
二
項
第
一
号
中

｢

四
千
四
百
円｣

を

｢

四
千
七
百
円｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

｢

二
万
千
円｣

を｢

二
万
二
千
五
百
円｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中｢

七
千
四
百
円｣

を｢

七
千
七
百

円｣

に
改
め
、
同
項
第
四
号
中｢

六
千
百
円｣

を｢

六
千
四
百
円｣

に
改
め
、
同
項
第
五
号
中｢

六
千

九
百
円｣

を｢

七
千
二
百
円｣

に
改
め
、
同
項
第
六
号
中｢

五
千
三
百
円｣

を｢

五
千
六
百
円｣

に
、

｢

六
千
百
円｣

を｢

六
千
四
百
円｣

に
改
め
、
同
項
第
七
号
中｢

五
千
五
百
円｣

を｢

五
千
八
百
円｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中｢

八
千
三
百
五
十
円｣

を｢

八
千
八
百
円｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項

中｢

二
万
二
千
円｣

を｢

二
万
三
千
五
百
円｣

に
、｢

一
万
千
円｣

を｢

一
万
千
七
百
五
十
円｣

に
改

め
る
。

第
五
十
七
条
の
五
第
一
号
イ
中｢

百
分
の
三
百
十
五｣

を｢

百
分
の
三
百
二
十
二
・
五｣

に
、｢

百

分
の
三
百
七
十
五｣

を｢

百
分
の
三
百
八
十
二
・
五｣

に
改
め
、
同
号
ロ
中｢

百
分
の
二
百
十
二
・
五｣

を｢
百
分
の
二
百
十
七
・
五｣

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中｢

百
分
の
百(｣

を｢

百
分
の
百
五(｣

に
、

｢
百
分
の
百
二
十｣

を｢

百
分
の
百
二
十
五｣

に
改
め
る
。

付
則
別
表(

備
考
を
除
く
。)

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年12月25日 ( )８

114

114

115

117

118

118

119

120

122

122

123

124

126

126

人
事
委
員
会
規
則
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別
表
第
二(

備
考
を
除
く
。)

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年12月25日 ( )10



附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
第
三
十
四
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
付
則

別
表
及
び
別
表
第
二
の
規
定
は
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
、
改
正
後
の
第
五
十
七
条
の
五
の
規
定
は
令

和
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

岐
阜
県
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長

栗

山

知

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
九
号

岐
阜
県
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

平
成
十
四
年
岐
阜
県
人
事
委

員
会
規
則
第
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中｢

百
分
の
二
百
六
十
二
・
五｣

を｢

百
分
の
二
百
七
十｣
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
岐
阜
県
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関

す
る
条
例
施
行
規
則
の
規
定
は
、
令
和
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

岐
阜
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長

栗

山

知

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
号

岐
阜
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

令
和
二
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会

規
則
第
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
条
中｢

百
分
の
三
百
十
五｣

を｢

百
分
の
三
百
二
十
二
・
五｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
岐
阜
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関
す

る
条
例
施
行
規
則
の
規
定
は
、
令
和
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

( ) 令和７年12月25日 岐 阜 県 公 報 号 外 �11
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